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現行の情報公表・情報提供の仕組み①
（認可保育所に関する情報）

○ 現行制度においては、市町村に対し、認可保育所の運営状況等に関する情報提供義務が課せられている。

○ また、保育所に対して、地域住民への当該保育所の保育に関する情報提供の努力義務が課せられている。

◎ 児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号）（抄）
第二十四条 （略）

２～４ （略）

５ 市町村は、第一項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めると
ころにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わ
なければならない。

第四十八条の三 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関し情報の提供を行い、並びにその
行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。

２ （略）

◎ 児童福祉法施行規則(昭和２３年厚生省令第１１号) （抄）
第二十五条 法第二十四条第五項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。

一 保育所の名称、位置及び設置者に関する事項
一の二 当該保育所が認定こども園(就学前保育等推進法第六条第二項に規定する認定こども園をいう。以下この条において同じ。)
である場合にあつては、その旨

二 保育所の施設及び設備の状況に関する事項

三 次に掲げる保育所の運営の状況に関する事項

イ 保育所の入所定員、入所状況、職員の状況及び開所している時間

ロ 保育所の保育の方針

ハ 当該保育所が認定こども園である場合にあつては、就学前保育等推進法第四条第一項第三号及び第四号に掲げる子どもの数

ニ 当該保育所が私立認定保育所である場合にあつては、第二十四条の二第二項の規定により都道府県知事に届け出た選考の方法

ホ その他保育所の行う事業に関する事項

四 法第五十六条第三項の規定により徴収する額又は就学前保育等推進法第十三条第四項の規定による保育料の額に関する事項

四の二 当該保育所が認定こども園である場合にあつては、法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもに関する

利用料の額

五 保育所への入所手続に関する事項

六 市町村の行う保育の実施の概況

② 法第二十四条第五項に規定する情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。
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◎ 保育所保育指針(平成２０年厚生労働省告示第１４１号）（抄）

第一章 総則
４ 保育所の社会的責任
(１) （略）
(２) 保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めな

ければならない。

第六章 保護者に対する支援
２ 保育所に入所している子どもの保護者に対する支援
(１) （略）
(２) 保護者に対し、保育所における子どもの様子や日々の保育の意図などを説明し、保護者との相互理解を図るよう努めること。
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現行の情報公表・情報提供の仕組み②
（認可外保育施設に関する情報）

○ 現行制度においては、認可外保育施設に対し、利用料、保育士等の配置数及び勤務体制、保険に関する事項

等について、都道府県に対する報告を義務付けている。

○ 都道府県知事は、必要と認める事項を取りまとめ、市町村長に通知するとともに、公表するものとされている。

◎ 児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号）（抄）
第五十九条の二の五 第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設の運営の状況を

都道府県知事に報告しなければならない。

２ 都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第五十九条の二第一項に規定する施設に関し児童の福祉のため必要と

認める事項を取りまとめ、これを各施設の所在地の市町村長に通知するとともに、公表するものとする。

◎ 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）
第四十九条の七 法第五十九条の二の五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより

行うものとする。

一 施設の名称及び所在地

二 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地

三 建物その他の設備の規模及び構造

四 施設の管理者の氏名及び住所

五 開所している時間

六 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

七 報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数

八 入所定員

九 報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制

十 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定

十一 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

十二 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

十三 その他施設の管理及び運営に関する事項
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現行の情報公表・情報提供の仕組み③ （認定こども園）

○ 現行制度においては、都道府県に対し、認定こども園を利用しようとする者に対し、施設の名称・所在地等を

周知する義務が課せられている。

◎ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）
（認定こども園に係る情報の提供等）

第六条 都道府県知事は、第三条第一項又は第二項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、当該認定を受けた

施設において提供されるサービスを利用しようとする者に対し、第四条第一項各号に掲げる事項及び教育保育概要（当該施設において行われる教育及び

保育並びに子育て支援事業の概要をいう。次条第一項において同じ。）についてその周知を図るものとする。第三条第三項の規定による公示を行う場合も、

同様とする。

２ （略）

（認定の申請）

第四条 前条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第一項各号又は第二項

各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 施設の名称及び所在地

三 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児の数（満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものと

する。）

四 施設において保育する児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもの数（満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に

区分するものとする。）

五 その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項

２ （略）

◎ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成十八年文部科学省・厚生労働省令第三号）
（法第四条第一項第五号の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項）

第四条 法第四条第一項第五号の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的と

するものの別

二 認定こども園の名称

三 認定こども園の長（認定こども園の一体的な管理運営をつかさどる者をいう。）となるべき者の氏名

四 教育及び保育の目標並びに主な内容

五 第二条各号に掲げる事業のうち認定こども園が実施するもの
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現行の情報公表・情報提供の仕組み④
（子育て支援事業）

○ 現行制度においては、市町村に対し、子育て支援事業に関する必要な情報提供の義務が課せられている。

◎ 児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号）（抄）

第二十一条の十一 市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者

の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利

用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。

② 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又は

調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。

③ 市町村は、第一項の情報の提供、相談及び助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託すること

ができる。
④ 子育て支援事業を行う者は、前二項の規定により行われるあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

◎ 保育所保育指針(平成２０年厚生労働省告示第１４１号）（抄）
第六章 保護者に対する支援
３ 地域における子育て支援

(１) 保育所は、児童福祉法第48条の3の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等
を踏まえ、次に掲げるような地域の保護者等に対する子育て支援を積極的に行うよう努めること。
ア 地域の子育ての拠点としての機能

(ア)～(ウ) (略）
(エ) 地域の子育て支援に関する情報の提供
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市町村による情報提供の例① （金沢市）
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市町村による情報提供の例② （静岡市）
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医療機能情報の提供制度の創設 平成19年4月1日施行

改 正 前 制 度

医療機関に対し、医療機関の医療機能に関する一定の情報について、都道府県への報告を義務付け、都道府県が情報を集
約してわかりやすく提供する仕組みを創設（薬局についても同様の仕組みを創設）

現 行 制 度

【見直しの視点】

○ 必要な情報は一律に提供

○ 情報を集約化

○ 客観的な情報をわかりやすく提供

○ 相談・助言機能の充実

【患者が医療情報を得る手段】

○ 医療機関の行う広告

○ インターネット等による広報

※ 医療機関側による任意の情報

○ 利用者に対する医療機関内の院内
掲示

等

住

民

都

道

府

県

医

療

機

関

○ 「一定の情報」は医療機関でも閲覧可能

○ 正確かつ適切な情報の積極的な提供を行うよう努める責務

○ 患者等からの相談に適切に応ずるよう努める責務

○ 集約した情報をインターネット

等でわかりやすく提供

○ 医療安全支援センター等に

よる相談、助言

医療機関の管理者に対し、

医療機能に関する一定の

情報について、報告を義務

化

【「一定の情報」の例】 ※具体的な範囲は、厚生労働省医政局内に常設する検討会で検討

○ 管理・運営・サービス等に関する事項（診療科目、診療日、診療時間、病床数、外国語対応 等）

○ 提供サービスや医療連携体制に関する事項（専門医〔※広告可能なものに限る〕、保有する設備、

対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンドオピニオン対応、地域医療連携体制等）

○ 医療の実績、結果に関する事項（医療安全対策、院内感染対策、クリティカルパスの実施、
診療情報管理体制、情報開示体制、治療結果に関する分析の有無、患者数、平均在院日数 等）

※死亡率など治療結果情報のアウトカム指標については、今後、データの適切な開示方法等、客観的な
評価が可能となったものから順次追加予定

他の社会保障制度における情報提供制度の例① （医療）
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注記

1 病院の名称 ※正式名称（フリガナ）・英語表記（ローマ字表記）

2 病院の開設者

3 病院の管理者

4 病院の所在地 ※郵便番号・住所（フリガナ）・英語表記

5 案内用電話番号及びファクシミリ番号

6 診療科目 ※医療法施行令第3条の2に基づく診療科目名

7 診療日（診療科目別） ※表記方法は都道府県の任意

8 診療時間（診療科目別） ※表記方法は都道府県の任意

9 病床種別及び届出・許可病床数

10 病院までの主な利用交通手段 ※表記方法は都道府県の任意

有無

駐車台数

有料・無料の別

12 案内用ホームページアドレス

13 案内用電子メールアドレス

14 外来受付時間（診療科目別） ※表記方法は都道府県の任意

15 予約診療の有無 ※表記方法は都道府県の任意（診療科の別、初診・再診の別、予約用電話番号等）

16 時間外対応 ※別表

17 面会の日及び時間帯

18 院内処方の有無

19 対応することができる外国語の種類 ※表記方法は都道府県の任意

20 障害者に対するサービス内容 ※別表

21 車椅子利用者に対するサービス内容 ※別表

22 受動喫煙を防止するための措置 ※別表

医療に関する相談窓口の設置の有無

相談員の人数

24 病院内の売店又は食堂の有無

25 入院食の提供方法

（１）基本情報

1.管理・運営・サービス等に関する事項

11

（３）院内サービス等

医療に関する相談に対する体制の状況23

医療機関の医療機能に関する情報【病院】

（２）病院へのアクセス

病院の駐車場

別添
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26 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類 ※別表

「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベッ
ド数及びその金額

「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び
その金額

「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における
診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額

「病床数が２００以上の病院について受けた初診」に係る特
別の料金の徴収の有無及びその金額

「病床数が２００以上の病院について受けた再診」に係る特
別の料金の徴収の有無及びその金額

28 治験の実施の有無及び契約件数 報告を行う年度の前年度の治験実施に係る契約件数

29 クレジットカードによる料金の支払いの可否

30 先進医療の実施の有無及び内容 ※記入式（文字数等の制限可）

31 専門医の種類及び人数 ※別表

32 保有する施設設備 ※別表

33 併設している介護施設 ※別表

34 対応することができる可能な疾患・治療内容 ※別表

35 対応することができる短期滞在手術 ※別表

36 専門外来の有無及び内容 ※記入式（文字数等の制限可）

健康診断実施の有無及び内容 ※記入式（文字数等の制限可）

健康相談実施の有無及び内容 ※記入式（文字数等の制限可）

38 対応することができる予防接種 ※別表

39 対応することができる在宅医療 ※別表

40 対応することができる介護サービス ※別表

セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無

セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金

医療連携体制に対する窓口設置の有無

地域連携クリティカルパスの有無

43
地域の保健医療サービス又は福祉サービス
を提供する者との連携に対する窓口設置の
有無

42

２．提供サービスや医療連携体制に関する事項

41 セカンド・オピニオンに関する状況

27 選定療養

（１）診療内容、提供保健・医療・介護サービス

健康診断、健康相談の実施37

地域医療連携体制

（４）費用負担等
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医療従事者の人数 ※別表

外来患者を担当する医療従事者の人数 ※別表

入院患者を担当する医療従事者の人数 ※別表

45 看護師の配置状況 ※一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床別の看護配置

医療安全についての相談窓口設置の有無

医療安全管理者の配置の有無及び専任又は兼任の別

安全管理部門の設置の有無及び部門の構成員の職種

医療事故情報収集等事業への参加の有無

院内感染対策を行う者の配置の有無及び専任又は兼任の別

院内感染対策部門の設置の有無及び部門の構成員の職種

院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無

48 入院診療計画策定時における院内の連携体制の有無

オーダリングシステムの導入の有無及び導入状況

ICDコードの利用の有無

電子カルテシステムの導入の有無

診療録管理専任従事者の有無及び人数

50 情報開示に関する窓口の有無

臨床病理検討会の有無

予後不良症例に関する院内検討体制の有無

死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数
等治療結果に関する分析の有無

死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数
等治療結果に関する分析結果の提供の有無

病床種別ごとの患者数 前年度の１日平均患者数

外来患者の数 前年度の１日平均患者数

在宅患者の数 前年度の１日平均患者数

54 平均在院日数 前年度の日数

患者満足度調査実施の有無

患者満足度調査結果の提供の有無

56 （財）日本医療機能評価機構による認定の有無

患者満足度調査55

病院の人員配置

47 法令上の義務以外の院内感染対策

49 診療情報管理体制

52

44

３．医療の実績、結果に関する事項

患者数53

法令上の義務以外の医療安全対策46

症例検討体制51

治療結果情報
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介護サービス情報の公表制度の主旨

【介護サービス情報の公表の制度とは】

・ 基本的に全ての介護サービス事業所が、利用者の選択に資する情報を自ら公表し、標準
化された項目についての情報を第三者が客観的に調査・確認し、定期的に公表される仕組み

※ 事業所の評価、格付け、画一化を目的としない。

※ 情報について、公平に、いつでも、誰でも閲覧可能とするため、インターネットでの情報開示を基本と
する。

・ 利用者が介護サービス事業所を比較検討・選択することを支援

・ 事業者の努力が適切に評価され選択されることを支援

【介護サービス情報の公表の制度とは】

・ 基本的に全ての介護サービス事業所が、利用者の選択に資する情報を自ら公表し、標準
化された項目についての情報を第三者が客観的に調査・確認し、定期的に公表される仕組み

※ 事業所の評価、格付け、画一化を目的としない。

※ 情報について、公平に、いつでも、誰でも閲覧可能とするため、インターネットでの情報開示を基本と
する。

・ 利用者が介護サービス事業所を比較検討・選択することを支援

・ 事業者の努力が適切に評価され選択されることを支援

・ 利用者が介護サービス事業所に関する情報を入手し、活用することで、主体的に適切な介
護サービス事業所を選択することができる。

・ 利用者の選択が適切に機能することで、介護サービス事業所においてはサービス改善への
取組が促進され、サービスの質による競争が機能することにより、介護サービス全体の質の向
上が期待される。

・ 利用者が介護サービス事業所に関する情報を入手し、活用することで、主体的に適切な介
護サービス事業所を選択することができる。

・ 利用者の選択が適切に機能することで、介護サービス事業所においてはサービス改善への
取組が促進され、サービスの質による競争が機能することにより、介護サービス全体の質の向
上が期待される。

他の社会保障制度における情報提供制度の例② （介護）
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介護サービス情報の公表制度の仕組み

介護サービス事業所・施設介護サービス事業所・施設

《介護サービス情報》
要介護者等が適切かつ円滑に介護サービスを選ぶための情報

都道府県知事 又は 指定情報公表センター
（都道府県知事が指定）

《介護サービス情報を公表≫
○インターネットの活用等

都道府県知事 又は 指定情報公表センター
（都道府県知事が指定）

《介護サービス情報を公表≫
○インターネットの活用等

そのまま公表

《基本情報》
○基本的な事実情報

（例）連絡先、主な利用交通手段、事業所の職員の体

制、サービス提供時間、機能訓練室等の設備、利用
料金、苦情対応窓口等の状況 等

利用者（高齢者）
公表情報等を参考として、事業所・施設を選択

利用者（高齢者）
公表情報等を参考として、事業所・施設を選択

《調査情報》
○客観的調査が必要な情報

（例）介護サービスに関するマニュアルの有無、
身体拘束を廃止する取組の有無、個人情報保
護に関する取組の有無 等

閲覧

都道府県知事 又は 指定調査機関
（都道府県知事が指定）

○ 中立性・公平性の確保
○ 調査の均質性の確保

都道府県知事 又は 指定調査機関
（都道府県知事が指定）

○ 中立性・公平性の確保
○ 調査の均質性の確保

調査後公表
（年１回程度）

報告
（年１回程度）

報告
（年１回程度）
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介護サービス情報の公表事項① 【報告事項】

一 事業所又は施設（以下この表において「事業所等」という。）を運営する法人又は法人でない病院、診療所若しくは薬局（以下この
号において「法人等」という。）に関する事項
イ 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 法人等の代表者の氏名及び職名
ハ 法人等の設立年月日
ニ 法人等が介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄する都道府県の区域内において提供する介護サービス
ホ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項

二 当該報告に係る介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項
イ 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 介護保険事業所番号
ハ 事業所等の管理者の氏名及び職名
ニ 当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日又は指定若しくは許可を受けた年月日（指定又は許可の更新を受けた場合
にはその直近の年月日）

ホ 事業所等までの主な利用交通手段
へ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項

三 事業所等において介護サービスに従事する従事者（以下この号において「従業者」という。）に関する事項
イ 職種別の従業者の数
ロ 従業者の勤務形態、労働時間、従業者一人当たりの利用者、入所者又は入院患者数等
ハ 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
ニ 従業者の健康診断の実施状況
ホ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項

四 介護サービスの内容に関する事項
イ 事業所等の運営に関する方針
ロ 当該報告に係る介護サービスの内容等
ハ 当該報告に係る介護サービスの利用者、入所者又は入院患者への提供実績
ニ 利用者等（利用者又はその家族をいう。以下同じ。）、入所者等（入所者又はその家族をいう。以下同じ。）又は入院患者等（入院
患者又はその家族をいう。以下同じ。）からの苦情に対応する窓口等の状況

ホ 当該報告に係る介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項
ヘ 事業所等の介護サービスの提供内容に関する特色等
ト 利用者等、入所者等又は入院患者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
チ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項

五 当該報告に係る介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
六 その他都道府県知事が必要と認める事項
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介護サービス情報の公表事項② 【調査事項】（抄）

第一 介護サービスの内容に関する事項

一 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者、入所者又は入院

患者等の権利擁護等のために講じている措置

イ 共通事項（（３）については福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を、（４）に

ついては居宅介護支援を除く。）

（１） 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び利用者等、入所者等又は入院患者等の

同意の取得の状況

（２） 利用者等、入所者等又は入院患者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況

（３） 利用者、入所者又は入院患者の状態に応じた当該介護サービスに係る計画の作成及び利用者等、入所者等又は入院患者等の同意

の取得の状況

（４） 利用者等、入所者等又は入院患者等に対する利用者、入所者又は入院患者が負担する利用料に関する説明の実施の状況

ロ～ニ （略）

二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置

イ 共通事項

（１） 認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況

（２） 利用者、入所者又は入院患者のプライバシーの保護のための取組の状況

ロ～ワ （略）

三 相談、苦情等の対応のために講じている措置

共通事項

相談、苦情等の対応のための取組の状況

四 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置

イ 共通事項（福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。）

（１） 介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況

（２） 介護サービスに係る計画等の見直しの実施の状況

ロ （略）
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五 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
イ 共通事項
（（１）については訪問介護（中略）に限る。）
（１） 介護支援専門員等との連携の状況
（２） 主治の医師等との連携の状況
（３） 地域包括支援センターとの連携の状況
ロ～ヌ （略）

第二 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項
一 適切な事業運営の確保のために講じている措置

共通事項
（１） 従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況
（２） 計画的な事業運営のための取組の状況
（３） 事業運営の透明性の確保のための取組の状況
（４） 介護サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況

二 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
共通事項（（３）については、訪問介護（中略）に限る。）
（１） 事業所又は施設における役割分担等の明確化のための取組の状況
（２） 介護サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取組の状況
（３） 従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況

三 安全管理及び衛生管理のために講じている措置
共通事項
安全管理及び衛生管理のための取組の状況

四 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置
共通事項

（１） 個人情報の保護の確保のための取組の状況
（２） 介護サービスの提供記録の開示の実施の状況

五 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置
共通事項

（１） 従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況
（２） 利用者等、入所者等又は入院患者等の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の改善の実施の状況
（３） 介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況

第三 都道府県知事が必要と認めた事項
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社会福祉事業の評価に関する枠組み

○ 社会福祉事業については、社会福祉法により、サービスの質の評価を行うこと等により、良質かつ適切なサー

ビスを提供する努力義務が課せられている。

◎ 社会福祉法(昭和２６年法律第４５号 ）（抄）

（福祉サービスの質の向上のための措置等）

第七十八条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービス

を受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

２ 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施

に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
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保育所の自己評価に関する枠組み

○ 保育所については、保育所保育指針により、保育の質の向上を図るため、保育所の保育内容等について自

己評価を行い、その結果を公表する努力義務が課せられている。

◎ 保育所保育指針（平成２０年厚生労働省告示第１４１号）（抄）

第四章 保育の計画及び評価

２．保育の内容の自己評価

(2) 保育所の自己評価

ア 保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について自ら

評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

イ 保育所の自己評価を行うに当たっては、次の事項に留意しなければならない。

（ア） 地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価の観点や項目等を設定し、全職員による共通理解を持って取り組むとともに、評価の結

果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等の改善を図ること。

（イ） 児童福祉施設最低基準第３６条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいこと。
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「福祉サービス第三者評価事業」の概要

１．福祉サービス第三者評価事業の趣旨・目的
○ 意義
事業者の提供するサービスの質を当事者以外の公正・中立な第三者評価機関が専門的かつ客観的な
立場から評価する事業。

○ 目的
個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけること。また、

福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス
選択に資するための情報となること。

２．福祉サービス第三者評価事業の推進方策
○ 指針の策定

福祉サービス第三者評価事業の普及・促進を図るため「福祉サービス第三者評価事業に関する
指針」を発出。 （平成１６年５月７日）
さらにガイドラインを元に、サービス分野別のガイドラインを検討し、順次通知として発出。

○ 推進体制
【全国の推進組織】

全国社会福祉協議会が、評価事業普及協議会・評価基準等委員会を設置し、福祉サービス第三者
評価事業の推進及び都道府県推進組織に対する支援を行う。

【都道府県の推進組織】

都道府県推進組織が、第三者評価機関認証委員会･第三者評価基準等委員会を設置し、第三者評価
機関の認証、第三者評価基準の策定、第三者評価基準結果の公表等を行う。
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「福祉サービス第三者評価事業」の推進体制
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「福祉サービス第三者評価事業」の
保育所における受審の状況

H17年度 H18年度 H19年度 H17年度 H18年度 H19年度

1,766 2,155 3,048 1.87% 2.24% 3.17%

うち保育所 529 650 977 2.34% 2.86% 4.28%

※　受審率について、各年10月1日時点の施設数を基に算出（平成19年度は集計中のため、平成18年度の施設数を使用。）

受審件数 受審率

社会福祉施設等
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他の社会保障制度における第三者評価の例 （介護の一部サービス）

１ サービス評価制度
（１）サービス評価の義務づけ

小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護については、
指定基準上、自己評価及び外部評価が義務づけられている。

① 自己評価
少なくとも年に１回は、都道府県の定める基準に基づいて、自ら

サービスの
質の評価【自己評価】を行い、その結果を公開する。初回の自己評

価は、
開設後、概ね６月以上経過後に実施する。

② 外部評価
自己評価と同様に少なくとも年に１回は、各都道府県が選定した評価

機関が実施するサービス評価【外部評価】を受けその結果を公開する。

（参考） 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
（平成１８年厚生労働省令第３４号）

（第７２条第２項） 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定小規模
多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、常に
その改善を図らなければならない。
（第９７条第７項） 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知
症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、

常にその改善を図らなければならない。

（２）評価結果の公表
自己評価及び外部評価の結果について、事業所の組織、建物、利用料、

利用者数等とともに公表する。
（評価結果の公表方法）
・ 利用申し込みの際の重要事項説明書に添付
・ 事業所内での掲示
・ 入居者家族への送付
・ 市町村への提出
・ 運営推進会議での説明
・ インターネット（ＷＡＭＮＥＴ）による公開

小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護のサービス評価制度について

２ 外部評価の概要
（１）外部評価の意義
外部評価は、第三者による外部評価の結果と、自己評価の結果を対比し考
察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行う。これによって、
サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図る。

（２）頻度
原則、年１回

（３）評価機関
公正中立な立場で評価を行うことができる機関として、都道府県が選定した

法人（自ら評価対象の介護サービスを設置・運営していないこと等が要件）。
全都道府県に評価機関が設置されており、平成19年12月末現在で295機関。

（４）評価調査員
第三者としての客観的な立場から外部評価を行うことができる者であって、評
価機関が実施する所定の研修（講義３日、実習１日）を修了した者。

（５）評価項目（中項目）
理念の共有／地域との支えあい／理念を実践するための制度の理解
と活用
／理念を実践するための体制／人材の育成と支援
／相談から利用に至るまでの関係づくりとその対応
／新たな関係づくりとこれまでの関係継続への支援／一人ひとりの把
握
／本人がより良く暮らし続けるための介護計画の作成と見直し
／多機能性を活かした柔軟な支援
／本人がより良く暮らし続けるための地域資源との協働
／その人らしい暮らしの支援／その人らしい暮らしを支える生活環境
づくり
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小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護のサービス評価の流れ
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検討の視点

○ 市町村においては、法で義務付けられている地域の子育て支援事業に関する情報提供の取組として、広報、

パンフレット、ホームページ、マップ作成等に取り組んでいるが、乳児全戸家庭訪問事業や乳幼児健診、母親

学級等の機会や、地域子育て支援拠点事業等を通じ、すべての子育て家庭に、早期に、市町村内の子育て支

援の取組が概観できる解りやすい情報が着実に提供される取組を一層促していくことが重要ではないか。

○ また、その上で、子育て中の家庭が、地域の各種子育て支援事業に関する情報を、必要な時に、容易に入手

できる環境整備について、子育て支援のコーディネートの仕組みの検討と併せ、進めていくべきではないか。

○ 利用者のより良い選択、情報の公表を通じたサービスの質の確保・向上等に向け、

・ 事業者自身による情報公表の仕組み

・ 公的主体が、事業者からの情報を集約し、一括して客観的に解りやすく情報提供する仕組み

の制度的な位置付けや内容をどう考えるか。

＜制度として検討すべき内容＞

実施主体／公的主体による情報集約の仕組み（事業者の報告義務等）／情報提供（公表）の方法／

提供する情報の内容／対象とするサービスの範囲

※ 他の社会保障制度の例では、
・ 医療においては、事業者自身による公表に加え、事業者からの報告に基づき都道府県が情報を集約しインター

ネット等により情報提供
・ 介護においては、事業者自身による公表に加え、事業者からの報告に基づき都道府県（又は指定情報公表セン
ター）が情報を集約（一定の情報については都道府県（又は指定調査機関）が調査）し、インターネット等に
より情報提供

※ また、対応可能なサービスの詳細（医療）や、従事者の勤務形態・労働時間や業務経験年数、サービスの質の
確保のための取組や、従業者に対する計画的な研修等の実施状況（介護）など、サービス内容や質の向上に関する
幅広い内容について、情報提供の対象としている。
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○ 第三者評価については、個々の事業者が、サービス提供における問題点を把握し、質の向上を図っていくため

に重要な仕組みであり、また、評価結果の公表等により、利用者の適切なサービス選択に資するものとしても、一

層の充実を図ることが望まれるが、保育所における第三者評価のあり方、受審の促進方策についてどう考えるか。

※ 他の社会保障制度の例では、医療・介護全般は特段、第三者評価の義務付けはなされていないが、認知症対応型共同

生活介護（グループホーム）及び小規模多機能型居宅介護（いずれも認知症の要介護者を対象）については自己評価・

外部評価が義務づけられている。

※ また、医療・介護では、情報提供（情報公表）が義務づけられる項目の一つとして、第三者評価の受審の有無が

位置づけられている。


